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(57)【要約】
【課題】枠体から前面体等が外れた際の補修作業を容易
に行うことができる壁体構造物およびその補修方法を提
供する。
【解決手段】鋼製枠Ｗにおける前面材１４が破損してビ
ーム材１２から外れた際、鋼製枠Ｗの補修を行う。その
ため、鋼製枠Ｗの補修では、前面材１４が外れた位置に
おけるフランジ１２Ｃに、クリップナット６０を取り付
ける。次に、クリップナット６０を取り付けた位置の外
側からボルト５４によって補修前面材５０における取付
プレート５２を固定する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面体および後面体を備え、前記前面体と前記後面体との間に中詰め材が充填された壁
体構造物であって、
　前記前面体および後面体の少なくとも一方が、
　互いに向かい合わせて配置された外枠部材と、
　向かい合う前記外枠部材の間に掛け渡された棒状部材と、
　前記外枠部材に前記棒状部材を固定する固定部材と、を備え、
　前記外枠部材における前記棒状部材が配置された側にフランジが形成されており、
　前記固定部材は、前記フランジにはめ込まれたクリップナットと、前記クリップナット
におけるナット部に締め付けられたボルトと、を有して構成されていることを特徴とする
壁体構造物。
【請求項２】
　前記棒状部材における前記外枠部材側端部に、前記ボルトが貫通する貫通孔が形成され
た取付プレートが取り付けられており、
　前記ボルトの頭部と前記クリップナットにおける前記ナット部とによって、前記フラン
ジと前記取付プレートを挟んで締め付けることで、前記外枠部材と前記棒状部材とが固定
されている請求項１に記載の壁体構造物。
【請求項３】
　前記取付プレートに形成された貫通孔が、前記棒状部材の延在方向に沿った長孔である
請求項２に記載の壁体構造物。
【請求項４】
　前面体および後面体を備え、前記前面体と前記後面体との間に中詰め材が充填された壁
体構造物における前記前面体および後面体の少なくとも一方が、
　互いに向かい合わせて配置された外枠部材と、
　向かい合う前記外枠部材の間に掛け渡された棒状部材と、
　前記外枠部材に前記棒状部材を固定する固定部材と、を備える壁体構造物の補修方法で
あって、
　前記外枠部材の前記棒状部材側に形成されたフランジにクリップナットをはめ込み、
　前記クリップナットにおけるナット部にボルトを締め付けることで、前記外枠部材と前
記棒状部材とを固定することを特徴とする壁体構造物の補修方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、壁体構造物およびその補修方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　堰堤や擁壁、あるいは護岸などでは、土石流などが発生した場合に、これをせき止める
ことが求められる。このため、土石流などの発生が想定される傾斜地などに、壁体構造物
が構築されることがある。このような壁体構造物としては、四方を面状体で囲んで形成さ
れた鋼製枠を複数並設し、これらの鋼製枠の中に石材などの中詰め材を充填したものが知
られている。なお、これらの鋼製枠は、背面からの土圧や土石流による衝撃力に対して、
鋼製枠自体および中詰め材の重量（鋼製枠体の自重）により抵抗する。
【０００３】
　また、このような壁体構造物に用いられる鋼製枠として、従来、前面体と後面体を備え
るものがある（たとえば、特許文献１参照）。この鋼製枠における前面体は、矩形状の枠
体に棒状の前面材を複数並設して構成されている。同様に、後面体は、矩形状の枠体に棒
状の後面材を複数並設して構成されている。
【０００４】
　前面体における複数の前面材は、所定の間隔を置いて配設されており、隣り合う前面材
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同士の間の幅は、それらの前面材同士の間から中詰め材が流出しない程度の幅とされてい
る。同様に、後面体における複数の後面材についても、中詰め材の流出が阻止される程度
の幅をもって複数の後面材が並設されている。さらに、前面体の枠体と後面体の枠体とが
つなぎ材によって接続されている。これらの中詰め材が充填された鋼製枠が複数並設され
て壁体構造物が構築されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１８９９８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この種の壁面構造体は、土石流などの発生が想定される場所に構築されることから、厳
しい自然環境にさらされ、さらには長期間にわたって使用されることが少なくない。この
ため、地形の変形や経年劣化によって前面材や後面材が変形し、あるいは枠体との固定箇
所が破損等して、前面材や後面材が枠体から外れてしまうことがある。前面材や後面材が
枠体から外れてしまうと、鋼製枠に充填された中詰め材の流出などが想定される。このよ
うな中詰め材の流出を阻止する等のため、前面材や後面材が枠体から外れてしまった場合
には、枠体に前面材または後面材を再度取り付けて壁体構造物を補修することが求められ
る。
【０００７】
　しかし、上記特許文献１に開示された壁体構造物を構築する際には、たとえば工場など
で製造された鋼製枠を構築現場に搬入して規定の位置に設置し、順次中詰め材を充填しな
がら、隣接する鋼製枠を設置する。この作業を繰り返して複数の鋼製枠を並設して壁体構
造物を構築する。
【０００８】
　このため、構築後の壁体構造物における鋼製枠から前面材または後面材を取り付ける補
修を行う際には、壁体構造物が構築された現場で作業を行わなければならない。壁体構造
物における鋼製枠はもともと工場等で製造されていることが多いことから、枠体から前面
材または後面材が外れた後、再度枠体に前面材または後面材を取り付ける作業は困難なも
のとなり、補修作業に大きな手間がかかってしまうという問題があった。
【０００９】
　そこで、本発明の課題は、枠体から前面体等が外れた際の補修作業を容易に行うことが
できる壁体構造物およびその補修方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するための本発明に係る壁体構造物は、前面体および後面体を備え、前
面体と後面体との間に中詰め材が充填された壁体構造物であって、前面体および後面体の
少なくとも一方が、互いに向かい合わせて配置された外枠部材と、向かい合う外枠部材の
間に掛け渡された棒状部材と、外枠部材に棒状部材を固定する固定部材と、を備え、外枠
部材における棒状部材が配置された側にフランジが形成されており、固定部材は、フラン
ジにはめ込まれたクリップナットと、クリップナットにおけるナット部に締め付けられた
ボルトと、を有して構成されていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る壁体構造物においては、外枠部材に棒状部材が固定されて前面体または後
面体が設けられている。壁体構造物は、構築後、厳しい自然環境にさらされることが少な
くなく、前面体や後面体から棒状部材が外れてしまうことがある。前面体などから棒状部
材が外れてしまった場合、これを補修して新たに外枠部材に棒状部材を取り付けることが
求められる。このため、たとえば外枠部材の内側にナットを配置し、外枠部材の外側から
ボルトをねじ込んで外枠部材に棒状部材を固定することが考えられる。ところが、外枠部
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材の内側には中詰め材が充填されていることから、外枠部材の内側に作業員が手を入れる
などの作業が困難であり、外枠部材の内側にボルトを配置しておくのが難しかった。
【００１２】
　この点、本発明に係る壁体構造物においては、外枠部材に形成されたフランジにはめ込
まれるクリップナットを備えている。クリップナットは、構築後の壁体構造物に対しても
容易に取り付けることができるため、クリップナットのクリップ部分をフランジにはめ込
んでおくことで、ナットを配置することができる。したがって、作業員がナットを持って
配置する必要がなく、外枠部材の内側でボルトを配置できるので、外枠部材に棒状部材を
取り付ける作業を容易に行うことができる。よって、外枠部材から前面材などの棒状部材
が外れた際の補修作業を行う際の手間を軽減することができる。
【００１３】
　ここで、棒状部材における外枠部材側端部に、ボルトが貫通する貫通孔が形成された取
付プレートが取り付けられており、ボルトの頭部とクリップナットにおけるナット部とに
よって、フランジと取付プレートを挟んで締め付けることで、外枠部材と棒状部材とが固
定されている態様とすることができる。
【００１４】
　このように、ボルトが貫通する貫通孔が形成された取付プレートが棒状部材の外枠部材
側端部に取り付けられていることにより、棒状部材を固定する際に、ボルトとナットで締
め付ける部分の厚みを薄くできる。したがって、棒状部材を外枠部材に対して強固に固定
することができる。
【００１５】
　また、取付プレートに形成された貫通孔が、棒状部材の延在方向に沿った長孔である態
様とすることができる。
【００１６】
　このように、取付プレートに形成された貫通孔が、棒状部材の延在方向に沿った長孔で
あることにより、貫通孔にボルトを貫通させる際のズレを許容できるので、その分外枠部
材に対する棒状部材の取付にかかる手間を軽減することができる。さらには、長孔が棒状
部材の延在方向に沿っているので、棒状部材が取り付けられた後において、その長手方向
への微少な移動を許容することができる。したがって、棒状部材が外枠部材から外れにく
くなるようにすることができる。
【００１７】
　他方、上記課題を解決した本発明に係る壁体構造物の製造方法は、前面体および後面体
を備え、前面体と後面体との間に中詰め材が充填された壁体構造物における前面体および
後面体の少なくとも一方が、互いに向かい合わせて配置された外枠部材と、向かい合う外
枠部材の間に掛け渡された棒状部材と、外枠部材に棒状部材を固定する固定部材と、を備
える壁体構造物の補修方法であって、外枠部材の棒状部材側に形成されたフランジにクリ
ップナットをはめ込み、クリップナットにおけるナット部にボルトを締め付けることで、
外枠部材と棒状部材とを固定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　このように、本発明によれば、枠体から前面体等が外れた際の補修作業を容易に行うこ
とができる壁体構造物およびその補修方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】堰堤に用いられる鋼製枠の斜視図である。
【図２】堰堤の斜視図である。
【図３】鋼製枠の要部拡大図である。
【図４】鋼製枠の側面図である。
【図５】鋼製枠の補修手順を説明する説明図である。
【図６】図５に続く手順を説明する説明図である。
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【図７】（ａ）は、図６（ａ）の工程の正面図、（ｂ）は、（ａ）の工程の側断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の好適な実施形態について、図面を参照して説明する。図１は本発明の実
施形態に係る堰堤に用いられる鋼製枠の斜視図、図２は堰堤の斜視図である。また、図３
は鋼製枠の要部拡大図、図４は鋼製枠の側面図である。
【００２１】
　図１に示すように、本実施形態に係る鋼製枠Ｗは、前面体１および後面体２を備えてい
る。鋼製枠Ｗは、図２に示す堰堤Ｘに用いられるものであり、前面体１は、堰堤Ｘにおけ
る下流側に配置され、後面体２は上流側に配置される。また、図２に示すように、複数の
面体および枠体が上下左右に適宜並設されて、堰堤Ｘが形成される。なお、堰堤Ｘに設定
される鋼製枠としては、図１に示す形状のもののほか、種々の形状のものがあり、種々の
形状の鋼製枠が組み合わされて堰堤Ｘが形成される。
【００２２】
　鋼製枠Ｗにおける前面体１と後面体２とのそれぞれ上部は、上面体３を介して接続され
ており、前面体１と後面体２とのそれぞれ下部は、底面体４を介して接続されている。さ
らに、前面体１と後面体２とのそれぞれの高さ方向中央位置には、長尺状のつなぎ材Ｔが
掛け渡されている。また、前面体１とつなぎ材Ｔとの間、底面体４とつなぎ材Ｔとの間に
は、それぞれ斜め材Ｎが配置されている。
【００２３】
　前面体１は、高さ方向に延在する長尺状のフレーム材１１および横方向に延在する長尺
状のビーム材１２を備えている。ビーム材１２は、上段、中段、および下段にそれぞれ配
置されている。また、フレーム材１１は、ビーム材１２の端部同士を結んで、左中右にそ
れぞれ配置されている。なお、以下の説明では、上中下段のビーム材１２をそれぞれ上ビ
ーム材１２Ｕ、中ビーム材１２Ｍ、および下ビーム材１２Ｌともいう。また、これらのビ
ーム材１２Ｕ，１２Ｍ，１２Ｌが本発明の外枠部材となる。
【００２４】
　また、フレーム材１１とビーム材１２とが重なり合う位置には、ジョイント１３が設け
られており、フレーム材１１およびビーム材１２の端部同士がそれぞれジョイント１３に
よって接合されている。さらに、上ビーム材１２Ｕの下面には下方に立ち下がる立下フラ
ンジ１２Ａが形成され、中ビーム材１２Ｍの上面には、上方向に立ち上がる立上フランジ
１２Ｂが形成されている。同様に、中ビーム材１２Ｍの下面には下方に立ち下がる立下フ
ランジ１２Ｃが形成され、下ビーム材１２Ｌの上面には、上方向に立ち上がる立上フラン
ジ１２Ｄが形成されている。
【００２５】
　さらに、上ビーム材１２Ｕと中ビーム材１２Ｍとの間、および中ビーム材１２Ｍと下ビ
ーム材１２Ｌとの間には、それぞれ棒状部材である前面材１４が掛け渡されている。前面
材１４の上下端部には、それぞれ貫通孔が形成され、図３に示すように、ビーム材１２に
おけるフランジ１２Ｃ，１２Ｄにおける前面材１４の取付位置にもそれぞれ貫通孔１２Ｃ
１，１２Ｄ１がそれぞれ形成されている。なお、図示はしないが、フランジ１２Ａ，１２
Ｂにも、同様の貫通孔が形成されている。これらの前面材１４およびビーム材１２のフラ
ンジ１２Ａに形成された貫通孔１２Ａ１～１２Ｄ１をピンが貫通し、ピンの両端に抜け止
めを形成し、さらには溶接が施されることでビーム材１２Ｕ，１２Ｍ，１２Ｌのフランジ
１２Ａ～１２Ｄに前面材１４が固定されている。なお、本実施形態における棒状部材は、
断面形状が略Ｕ型である略Ｕ形鋼としているが、本発明の棒状部材は、略Ｕ形鋼に限定さ
れるものではなく、丸鋼、異型棒鋼、形鋼、鋼管であってもよい。
【００２６】
　前面材１４は、長尺状の部材であり、フレーム材１１と略平行配置されている。また、
前面材１４は、１組のビーム材１２に対して複数本配設されている。これらの前面材１４
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は、互いに平行に配置されるとともに、ビーム材１２の長手方向に対して略等間隔をおい
て配置されている。
【００２７】
　さらに、前面体１における上下方向に離間するビーム材１２同士の間には、複数本の前
面材１４の他、数本の補修前面材５０が取り付けられている。補修前面材５０は、構築さ
れた堰堤Ｘにおいて、数本の前面材１４が破損した後、その破損した前面材１４の代わり
にビーム材１２同士の間に現場で取り付けられたものである。
【００２８】
　補修前面材５０は、図３に示すように、棒状部５１を備えており、棒状部５１の両端に
は、それぞれ取付プレート５２、５２が溶接されて固定されている。また、取付プレート
５２には、ボルト貫通孔５３が形成されている。ボルト貫通孔５３には、ボルト５４が貫
通している。このボルト貫通孔５３は、棒状部５１の延在方向に沿った長孔とされている
。
【００２９】
　さらに、ビーム材１２におけるフランジ１２Ａ～１２Ｄの補修前面材５０が取り付けら
れている位置には、それぞれクリップナット６０が取り付けられている。クリップナット
６０は、クリップ部６１を備えており、クリップ部６１における略中央部分にナット部６
２が設けられている。また、クリップ部６１におけるナット部６２が設けられた位置には
貫通孔６３が形成されている。
【００３０】
　ボルト５４のねじ部は、クリップナット６０におけるナット部６２に締め付けられてい
る。このボルト５４の頭部とクリップナット６０のナット部６２によって取付プレート５
２がクリップ部６１に締め付けられている。こうして、補修前面材５０がクリップナット
６０を介してビーム材１２のフランジ１２Ａ～１２Ｄに固定されている。
【００３１】
　後面体２は、前面体１と同様のフレーム材２１およびビーム材２２を備えている。また
、フレーム材２１とビーム材２２とが重なり合う部分には、ジョイント２３が設けられて
おり、フレーム材２１およびビーム材２２の端部同士がジョイント２３で接合されている
。さらに、上下に併設されて２本のビーム材２２同士の間には、後面材２４が配設されて
いる。フレーム材２１、ビーム材２２、ジョイント２３、および後面材２４の配置態様は
、前面体１のフレーム材１１、ビーム材１２、ジョイント１３、および前面材１４の配置
態様と同様である。
【００３２】
　上面体３は、前面体１および後面体２の上側にそれぞれ配置された上ビーム材１２Ｕ，
２２Ｕの間にそれぞれ掛け渡された複数本の上面材３１を備えている。これらの複数の上
面材３１は、いずれも鋼製であり、ビーム材１２の長手方向に対して略等間隔をおいて配
置されている。
【００３３】
　底面体４は、前面体１および後面体２の下側にそれぞれ配置された下ビーム材１２Ｌ，
２２Ｌに平行に配置された長尺状の幅方向部材４１を備えている。幅方向部材４１は、前
面体１および後面体２の下側にそれぞれ配置された下ビーム材１２Ｌ，２２Ｌの略中央位
置に配置されている。また、下ビーム材１２Ｌ，２２Ｌと幅方向部材４１との間には、長
尺状の奥行き方向部材４２が配設されている。
【００３４】
　さらに、隣接する奥行き方向部材４２同士の間には、図示しない長尺状の底面材が複数
本配設されている。底面材は、互い略等間隔で配置されており、前面体１の下ビーム材１
２Ｌと幅方向部材４１との間、および後面体２の下ビーム材２２Ｌと幅方向部材４１との
間に掛け渡されて配設されている。
【００３５】
　また、鋼製枠Ｗの内側には、図４に示すように、中詰め材Ｃが設けられている。中詰め
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材Ｃは、たとえば現地発生土砂や小礫材（１５ｃｍ未満の礫）などによって構成されてい
る。中詰め材Ｃは、堰堤Ｘの組立てが進むにつれて鋼製枠Ｗの内側に投入され、最終的に
鋼製枠Ｗの内側に充填される。前面体１における隣接する前面材１４または補修前面材５
０同士の離間距離および、後面体２における隣接する後面材２４同士の離間距離は、それ
ぞれ中詰め材Ｃが流出しない程度の幅とされている。
【００３６】
　これらの前面体１、後面体２、上面体３、および底面体４に囲まれて形成される鋼製枠
Ｗは、図２に示すように、複数併設されて堰堤Ｘとなる。当該堰堤Ｘの面材は、中詰め材
Ｃの圧力（土圧）に耐えうる必要があるため、下方に配置される面体の方が、上方に配置
される面体よりも前面材１４同士の離間幅が狭くされており、上方からかかる荷重を支え
ている。
【００３７】
　このような堰堤Ｘは、土石流の発生などが想定される傾斜地など、厳しい自然にさらさ
れる環境に構築され、長期間にわたって使用される。このため、地形の変形や経年劣化に
よって前面材１４が変形し、あるいはビーム材１２，２２との固定箇所が破損等して、前
面材１４がビーム材１２から外れてしまうことがある。この問題は、後面体２における後
面材２４とビーム材２２との間に対しても同様に起こりえる。なお、前面材１４や後面材
２４が外れてしまった状態であっても、中詰め材Ｃは礫の噛み合いなどによって一時的に
安定状態にあるため、直ぐに中詰め材Ｃが流出することはない。
【００３８】
　ただし、このように前面材１４や後面材２４がビーム材１２，２２から外れてしまった
状態が長期にわたると、中詰め材Ｃは雨水などの影響を受けて安定状態が崩れるため、鋼
製枠Ｗから漸次流出し、鋼製枠体の自重による安定性に影響を及ぼす懸念がある。こうし
た懸念を払拭するために、ビーム材１２等のフランジ１２Ａ～１２Ｄから前面材１４が外
れた場合には、その外れた位置に、補修前面材５０などを取り付けて、鋼製枠Ｗの修復を
図る。こうした修復を行うことで、鋼製枠Ｗの機能を長期間にわたって維持できるように
している。
【００３９】
　ここで、たとえば、鋼製枠Ｗの補修時、鋼製枠Ｗの施工時と同様に破損した前面材１４
などに代えて新たに前面材１４などを取り付けることが考えられる。しかし、鋼製枠Ｗの
補修は、鋼製枠Ｗが構築された現場で行われるため、鋼製枠Ｗを施工する際と同様に前面
材１４をビーム材１２に取り付けるためには、ビーム材１２，２２にボルトを溶接してお
くなど、鋼製枠Ｗが構築された現場で溶接を行う必要が生じ、その溶接を行うための準備
に大きな手間が掛かる。
【００４０】
　また、ビーム材１２，１２に対してボルトナットを用いて前面材１４を固定することも
考えられる。しかしその場合、鋼製枠Ｗの外側からナットを支えながら取付作業を行う必
要が生じる。このため、フランジ１２Ａ～１２Ｄの裏側に作業員の手などを差し込んでナ
ットを支えなければならず、その手間が非常に大きくなる。
【００４１】
　この点、本実施形態では、鋼製枠Ｗの補修に当たって、前面材１４ではなく補修前面材
５０を用いている。この補修前面材５０では、ボルト５４がねじ込まれるナットとしてク
リップナット６０におけるナット部６２が用いられている。このため、ボルト５４をナッ
ト部６２にねじ込む際には、ナット部６２を作業員が支える必要がなくなるので、補修前
面材５０の取付作業は容易となり、鋼製枠Ｗの補修作業にかかる手間を軽減することがで
きる。
【００４２】
　続いて、本実施形態に係る鋼製枠Ｗの補修方法について、図５等を参照して説明する。
図５は、鋼製枠の補修手順を説明する説明図、図６は、図５に続く手順を説明する説明図
である。鋼製枠Ｗを長期間設置した状態とすると、図５（ａ）に示すように、前面体１に
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おけるビーム材１２に取り付けられた前面材１４が破損したり、あるいは前面材１４が外
れたりすることがある。同様に、後面体２における後面材２４が破損したり、ビーム材２
２から外れたりすることがある。これらの修復を前面材１４の修復を例として説明する。
【００４３】
　鋼製枠Ｗの補修を開始する際には、図３に示す補修前面材５０をビーム材１２における
補修箇所に取り付ける。そのため、図５（ａ）に示すように、ビーム材１２に破損した前
面材１４の一部がビーム材１２に固定された状態のままとなっている場合には、ビーム材
１２から破損した前面材１４を取り外す。すると、図５（ｂ）に示すように、ビーム材１
２Ｍ，１２Ｌにおけるフランジ１２Ｃ，１２Ｄに前面材１４が取り付けられていない状態
となる。また、ビーム材１２の周囲に前面材１４がある場合には、その前面材１４を除去
する。さらに、前面材１４を固定していたボルトがフランジ１２Ｃ，１２Ｄに残っている
場合には、このボルトも合わせて除去する。
【００４４】
　次に、この前面材１４が取り付けられていた箇所に、図３に示す補修前面材５０を取り
付ける。そのため、まず、図６（ａ）および図７（ａ）に示すように、ビーム材１２Ｍの
フランジ１２Ｃにクリップナット６０を取り付ける。このとき、クリップナット６０に形
成された貫通孔６３を、フランジ１２Ｃ，１２Ｄに形成された貫通孔１２Ｃ１，１２Ｄ１
に合わせる位置でクリップナット６０の位置決めを行う。また、クリップナット６０にお
けるナット部６２は、フランジ１２Ｃ，１２Ｄの内側に配置しておく。このとき、クリッ
プナット６０のクリップ部６１をビーム材１２Ｍ，１２Ｌのフランジ１２Ｃ，１２Ｄには
め込むだけでクリップナット６０をビーム材１２Ｍ，１２Ｌに取り付けることができる。
【００４５】
　こうしてクリップナット６０を取り付けたら、図６（ｂ）および図７（ｂ）に示すよう
に、補修前面材５０の取付プレート５２，５２をそれぞれクリップナット６０におけるク
リップ部６１に位置合わせする。このとき、取付プレート５２，５２に形成されたボルト
貫通孔５３と、クリップナット６０のクリップ部６１に形成された貫通孔６３が略同心状
となるように取付プレート５２を配置する。
【００４６】
　取付プレート５２，５２の配置が済んだら、中ビーム材１２Ｍのフランジ１２Ｃの外側
からボルト貫通孔５３に向けてボルト５４のねじ部を挿入する。ボルト貫通孔５３から挿
入されたボルトのねじ部は、クリップナット６０におけるナット部６２に当接するので、
そのままボルト５４を回転させてボルト５４をナット部６２にねじ込んでいく。
【００４７】
　このとき、ナット部６２はクリップ部６１に固定されているので、ボルト５４を回転さ
せる際にボルト５４とともに供回りすることが抑制される。このため、作業員等が鋼製枠
Ｗの外側からナット部６２を支えていなくても、ボルト５４をナット部６２にねじ込んで
いくことができる。こうして、ボルト５４をナット部６２にねじ込んでいくことにより、
ボルト５４の頭部とナット部６２によって、補修前面材５０の取付プレート５２、クリッ
プナット６０のクリップ部６１、およびフランジ１２Ａを挟み込んで、補修前面材５０の
上部を中ビーム材１２Ｍに対して固定する。
【００４８】
　補修前面材５０の上部を中ビーム材１２Ｍに対して固定したら、続いて、補修前面材５
０の下部を下ビーム材１２Ｌに対して固定する。補修前面材５０の下部を下ビーム材１２
Ｌに固定する手順は、補修前面材５０の上部を中ビーム材１２Ｍに固定する手順とほぼ同
様である。こうして、補修前面材５０を取り付けることによる補修作業が終了する。
【００４９】
　このように、本実施形態に係る鋼製枠Ｗの補修方法においては、前面材１４が破損した
鋼製枠Ｗの補修を行うにあたり、破損した前面材１４に代えて補修前面材５０を用いてい
る。また、後面材２４が破損した場合にも、補修前面材５０と同様の補修後面材を用いて
鋼製枠Ｗの補修を行うようにしている。補修前面材５０を用いた補修を行うにあたり、ビ
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ーム材１２Ｍ，１２Ｌには、クリップナット６０を予め取り付けている。この予め取り付
けられたクリップナット６０を用いることにより、ボルト５４を用いて補修前面材５０を
ビーム材１２Ｍ，１２Ｌに取り付ける際、ビーム材１２Ｍ，１２Ｌのフランジ１２Ｃの裏
側に位置するナットを作業員などが支持している必要がなくなる。したがって、補修前面
材５０の取付作業を鋼製枠Ｗの外側のみから行うことができ、施工の手間を軽減すること
ができる。
【００５０】
　また、クリップナット６０におけるナット部６２は、ビーム材１２Ｍ，１２Ｌにおける
フランジ１２Ｃの裏側に配置されている。また、補修前面材５０は取付プレート５２を介
しているため、ボルト５４の頭部とナット部６２でクリップナット６０のクリップ部６１
およびビーム材１２Ｍ，１２Ｌのフランジ１２Ｃ、および取付プレート５２を挟んで補修
前面材５０をビーム材１２に固定している。したがって、ボルト５４とナット部６２で締
め付ける部分の厚みを薄くできるので、補修前面材５０をビーム材１２に対して強固に固
定することができる。
【００５１】
　さらに、補修前面材５０の取付プレート５２に形成されたボルト貫通孔５３は、棒状部
５１の延在方向に沿った長孔とされている。このため、ボルト貫通孔５３にボルト５４を
貫通させる際のズレを許容できるので、その分ビーム材１２に対する補修前面材５０の取
付にかかる手間を軽減することができる。さらには、貫通孔６３の長手方向が棒状部５１
の延在方向に沿っているので、棒状部５１がビーム材１２Ｍ，１２Ｌ取り付けられた後に
おいて、その長手方向への微少な移動を許容することができる。したがって、補修前面材
５０がビーム材１２から外れにくくなるようにすることができる。
【００５２】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではない。たとえば、上記実施形態では、補修前面材５０の上下双方において、クリッ
プナット６０を介して補修前面材５０を固定している。これに対して、補修前面材５０の
一方について、クリップナット６０を介した補修前面材５０を固定する態様とすることも
できる。この場合、クリップナット６０を介して固定した側と反対側の端部については、
たとえば取付プレート５２に代えて、ビーム材１２のフランジ１２Ｃにはめ込み可能なス
リットを形成したはめ込み部材で固定することもできる。このようなはめ込み部材を用い
ることで、クリップナットを用いる必要がなくなり、部品点数の削減に寄与することがで
きる。また、ボルト留めなどの作業が不要になるので、取付作業の手間の軽減にもつなが
る。
【００５３】
　また、上記実施形態では、前面材１４や後面材２４に代えて補修前面材（補修後面材）
を用いるようにしているが、上面体３の上面材３１などについても同様の補修材を用いる
ことができる。さらに、上記実施形態では、ビーム材１２におけるフランジ１２Ｃにはあ
らかじめボルトを貫通させる貫通孔１２Ｃ１が形成されているが、この貫通孔が形成され
ていないビーム材におけるフランジにクリップナットを用いて補修前面材などを取り付け
る態様とすることもできる。この場合、クリップナットにおけるクリップ部にフランジと
重ならない余剰部を形成し、この余剰部にボルトを貫通させる貫通孔を形成する態様とす
ることができる。あるいは、現場でフランジに貫通孔を形成してからクリップナットを取
り付ける態様とすることもできる。
【符号の説明】
【００５４】
１…前面体
２…後面体
３…上面体
４…底面体
５…エキスパンドメタル
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１１…フレーム材
１２…ビーム材
１２Ｕ…上ビーム材
１２Ｍ…中ビーム材
１２Ｌ…下ビーム材
１３…ジョイント
１４…前面材
２１…フレーム材
２２…ビーム材
２３…ジョイント
２４…後面材
４１…幅方向部材
４２…奥行き方向部材
５０…補修前面材
５１…棒状部
５２…取付プレート
５３…ボルト貫通孔
５４…ボルト
６０…クリップナット
６１…クリップ部
６２…ナット部
６３…貫通孔
Ｃ…中詰め材
Ｗ…鋼製枠
Ｘ…堰堤
【図１】 【図２】



(11) JP 2016-223191 A 2016.12.28

【図３】 【図４】
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